
就学先決定までの
流れについて
～一人一人の教育的ニーズに

合わせた支援～

各務原市教育委員会

学校教育課



２月 6月 ７～８月 ９月 １０月 11月 ２月

市
就
学
説
明
会

小
学
校
見
学
会
・
支
援
学
校
見
学
会

市
就
学
相
談
（
随
時
可
）

個
別
懇
談(

小
学
校
ま
た
は
市)

市
就
学
時
健
診

（
居
住
地
の
小
学
校
）

市
教
育
支
援
委
員
会

申
請
書
提
出

（
小
学
校
ま
た
は
市
）

入
学
説
明
会

〇
支
援
を
検
討
し
て
い
る
年
中
児
保
護
者

〇
特
別
支
援
学
級
を
検
討
し
て
い
る
年
長
児
保
護
者

〇
支
援
学
校
を
検
討
し
て
い
る
年
長
児
保
護
者

〇
支
援
を
検
討
し
て
い
る
年
長
児
保
護
者

〇
支
援
を
希
望
す
る
年
長
児
保
護
者

〇
年
長
児
保
護
者
（全
員
）

○
判
定
を
保
護
者
に
通
知
（小
学
校
ま
た
は
市
）

〇
就
学
の
場
を
総
合
的
に
判
断
し
市
が
判
定

〇
保
護
者
の
意
向
確
認

４月

入
学

か
か
み
が
は
ら
支
援
学
校

説
明
会
・
教
育
相
談

〇
支
援
学
校
を
検
討
し
て
い
る
年
長
児
保
護
者

支援を受けた方
がいいかな？



学びの場は３つ

・特別支援学校 ６人に担任・副担任 （重複は３人に担任・副担任）

知的障がい（中度・重度）・病弱・肢体不自由

・特別支援学級 ８人に担任１人

知的障がい特別支援学級（軽度）

 自閉症・情緒障がい特別支援学級

・通常の学級  ３５人に担任１人

先生と相談して、全体の中での支援

（入学後に相談）言語通級指導教室 ⇒発音など

（入学後に相談）LD・ADHD等通級指導教室

⇒落ち着く方法、気持ちの切り替え等



支援が必要かな？
・支援が必要かな？と思うところは・・・

家や集団の中で、お子様の様子を見て、園や事業所に相談してください。

※支援学級をご希望の場合は、
客観的な資料の一つとして、
発達検査や、医師の診断、意見等があると支援につなが
りやすいです。
お子様の特性を理解するためにも、医療への継続的な受診
をお願いします。



市の就学相談会のお知らせ
【市の就学相談会】 Web申込。６月の広報や市のHPをご確認ください。

  場 所：産業文化センター

  対 象：支援を希望する方、支援を迷う方など

日にち：７月２１日（火）～７月３１日（金）

          （平日のみ）

お子様もご一緒に来てください。  

お一人30分程度です。

☆在籍園・事業所の両方に、申込したことを伝えてください。

  ☆在籍園か事業所どちらかに、相談票を提出してください。



市の就学相談会の次は

☆小学校との個別懇談☆
 場所：小学校
  各学校から連絡が入ります。

お子様も一緒にご参加ください。

☆かかみがはら支援学校との個別懇談☆
 場所：かかみがはら支援学校
         申込をした在籍園・事業所から連絡が入ります。

お子様も一緒にご参加ください。



１０月～１１月初旬：電話連絡・申請書提出

・市教育支援委員会の審議をふまえた総合的判断

（市の判定）

〇電話で結果を連絡します

⇒ご家庭でよく相談し、就学先を決めていただく。

〇申請書の提出

⇒学びの場の決定
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